
金沢市職員職名規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成21年３月31日

金沢市長 山 出 保�金沢市規則第14号
金沢市職員職名規則の一部を改正する規則

金沢市職員職名規則 (昭和28年規則第７号) の一部を次のように改正する｡

第４条第１項第１号中 ｢担当副部長｣ を ｢担当副部長 副室長｣ に改める｡

附 則

この規則は､ 平成21年４月１日から施行する｡

職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成21年３月31日

金沢市長 山 出 保�金沢市規則第15号
職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

職員の服務等に関する条例施行規則 (平成７年規則第５号) の一部を次のように改正する｡

第６条第１項第２号中エをオとし､ 同号ウ中 ｢生活指導｣ を ｢生活指導等｣ に改め､ 同ウを同号エとし､ 同号中イ

をウとし､ アの次に次のように加える｡

イ 児童相談所における保護児童の生活指導等のための当直勤務

第14条第１項第２号中 ｢証人｣ を ｢裁判員､ 証人｣ に改める｡

附 則

この規則は､ 平成21年４月１日から施行する｡ ただし､ 第14条第１項第２号の改正規定は､ 同年５月21日から施行

する｡

職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成21年３月31日

金沢市長 山 出 保�金沢市規則第16号
職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

第１条 職員の育児休業等に関する規則 (平成４年規則第33号) の一部を次のように改正する｡

第１条に見出しとして ｢(趣旨)｣ を付する｡
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第２条に見出しとして ｢(任命権者)｣ を付する｡

第10条に見出しとして ｢(雑則)｣ を付し､ 同条を第20条とする｡

第９条に見出しとして ｢(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)｣ を付し､ 同条中 ｢第５条｣ を ｢第６条｣

に改め､ 同条を第19条とする｡

第８条の２に見出しとして ｢(部分休業の承認に関する特例)｣ を付し､ 同条中 ｢第９条第２項｣ を ｢第23条第２

項｣ に改め､ 同条を第18条とする｡

第８条に見出しとして ｢(部分休業の承認の請求手続)｣ を付し､ 同条中 ｢様式第４号｣ を ｢様式第５号｣ に改め､

同条第２項中 ｢第３条第３項｣ を ｢第４条第２項｣ に改め､ 同条を第17条とし､ 同条の前に次の６条を加える｡

(条例第12条の規則で定める育児短時間勤務の形態)

第11条 条例第12条第１号の規則で定める時間は､ ２時間とする｡

２ 条例第12条第２号の規則で定める日数及び時間は､ 勤務日が引き続き12日を超えず､ かつ､ １回の勤務が16時

間を超えないものとする｡

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は､ 育児短時間勤務承認請求書 (様式第４号) により､ 育児

短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の１月前までに行うものとする｡

２ 第４条第２項の規定は､ 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する｡

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第６条の規定は､ 育児短時間勤務について準用する｡

(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)

第14条 任命権者は､ 次に掲げる場合には､ 職員に対して､ 辞令書を交付しなければならない｡� 職員の育児短時間勤務を承認する場合� 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合� 育児短時間勤務の期間が満了し､ 育児短時間勤務の承認が効力を失い､ 又は育児短時間勤務の承認が取り消

された場合� 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)

第15条 任命権者は､ 次に掲げる場合には､ 辞令書を交付しなければならない｡ ただし､ 第３号に掲げる場合にお

いて､ 辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは､ 辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもっ

て辞令書の交付に替えることができる｡� 育児休業法第18条第１項の規定により職員を任用した場合� 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合� 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第16条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は､ 当該育児短時間勤務をしてい

る職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない｡ 育児休業法第17条の規定による短時間

勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても､ 同様とする｡

第７条の３に見出しとして ｢(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務をした期間に相当する期間)｣ を

付し､ 同条第１項中 ｢第５条の３第１項｣ を ｢第７条第１項｣ に改め､ 同条第２項中 ｢第５条の３第２項｣ を ｢第

７条第２項｣ に改め､ 同条を第10条とする｡

第７条の２に見出しとして ｢(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)｣ を付し､ 同条を第９条とする｡

第７条に見出しとして ｢(育児休業に係る辞令書の交付)｣ を付し､ 同条を第８条とする｡

第６条に見出しとして ｢(育児休業をしている職員の職務復帰)｣ を付し､ 同条を第７条とする｡

第５条に見出しとして ｢(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)｣ を付し､ 同条第３項中 ｢第３条第３項｣

を ｢第４条第２項｣ に改め､ 同条を第６条とする｡

第４条に見出しとして ｢(育児休業の期間の延長の請求手続)｣ を付し､ 同条を第５条とする｡

第３条に見出しとして ｢(育児休業の承認の請求手続)｣ を付し､ 同条中第１項を削り､ 第２項を第１項とし､ 第

３項を第２項とし､ 同条を第４条とし､ 同条の前に次の１条を加える｡

(再度の育児休業等をすることができる場合に係る子の養育方法等)
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第３条 職員の育児休業等に関する条例 (平成４年条例第２号｡ 以下 ｢条例｣ という｡) 第３条第４号及び第11条

第５号の規則で定める方法は､ 育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する

所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする｡

２ 条例第３条第４号及び第11条第５号の育児休業等計画書の様式は､ 様式第１号のとおりとする｡

様式第１号を次のように改める｡

様式第１号 (第３条関係)

育 児 休 業 等 計 画 書

(注) ① 育児休業等計画書は､ 育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書と同時に (変更の届出の場

合は､ 記載事項に変更が生じた後遅滞なく) 提出するものとする｡

② ｢請求期間｣ 欄には､ 育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期間を記入

する｡

③ ｢子を養育するための方法｣ 欄には､ 請求者の育児休業又は育児短時間勤務における請求期間の満了

日の翌日から再度の請求予定期間の初日の前日までの期間における子を養育するための方法を記入する｡

④ 子の出生前に提出する場合は､ ｢２ 請求に係る子｣ 欄の記入は､ 出生後､ 速やかに行うこと｡

⑤ 変更の届出の場合は､ １から４までの記載事項のうち変更する箇所のみ記入する｡

⑥ 該当する□にはレ印を記入すること｡

様式第２号中 ｢(第３条､ 第４条関係)｣ を ｢(第４条､ 第５条関係)｣ に､ ｢次のとおり育児休業の承認を｣ を

｢
次のとおり を

｣
に､ ｢備考欄｣ を ｢｢備考｣ 欄｣ に､ ｢養育する場合においてはその氏名｣

を ｢養育する場合においては､ その氏名｣ に､ ｢養子の場合においては養子縁組｣ を ｢養子の場合においては､ 養

子縁組｣ に改める｡

様式第３号を次のように改める｡
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請求年月日 年 月 日

(任命権者)

様

請求者 所属

職

氏名 �
次のとおり再度の育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求をする予定ですので､ 育児休業等計画書

を提出します｡

なお､ 記載事項に変更が生じた場合は､ 遅滞なく届け出ます｡

１ 請求の別 □ 育児休業 □ 育児短時間勤務

２ 請求に係る子

子の氏名 生年月日 年 月 日生

３ 請求者の計画

請求期間 年 月 日 から 年 月 日 まで

再度の請求予定期間 年 月 日 から 年 月 日 まで

４ 配偶者の養育計画

配偶者の氏名

子を養育するための

方法

□ 育児休業 □ 育児短時間勤務

□ 育児休業以外の休業・休暇 □ その他 ( )

５ 備 考

育児休業の承認

育児休業の期間の延長



様式第３号 (第６条､ 第13条､ 第19条関係)

養育状況変更届

(注) 該当する□にはレ印を記入すること｡

様式第４号中 ｢(第８条関係)｣ を ｢(第17条関係)｣ に改め､ 同様式を様式第５号とし､ 同様式の前に次の１様式

を加える｡
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年 月 日届出

(任命権者)

様

請求者 所属

職

氏名 �
育児休業

次のとおり 育児短時間勤務 に係る子の養育の状況について変更が生じたので届け出ます｡

部分休業

１ 届出の事由

□ 育児休業等に係る子が死亡した｡

□ 育児休業等に係る子と離縁した (養子縁組の取消しを含む｡)｡

□ 育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した｡

□ 育児休業等に係る子を養育しなくなった｡

□ 同居しなくなった｡ □ 負傷・疾病 □ 託児できるようになった｡

□ その他 ( )

□ 育児休業等に係る子を配偶者が養育できることとなった｡

□ その他 ( )

２ 届出の事由が発生した日

年 月 日



様式第４号 (第12条関係)

育児短時間勤務承認請求書

(注) ① この請求書 (育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く｡) には､ 請求に係る子の氏名､ 請求者

との続柄及び生年月日を証明する書類 (医師又は助産師が発行する出生 (出産) 証明書､ 母子健康手帳

の出生届出済証明書､ 官公署が発行する出生届受理証明書等) を添付すること (写しでも可)｡

② 子の出生前に請求する場合は､ ｢４ 請求期間｣ 欄は出産予定日以後の期間とし､ ｢１ 請求に係る子｣

欄の記入及び証明書類の添付は､ 出生後､ 速やかに行うこと｡

③ ｢勤務の日及び時間帯｣ 欄に掲げられていない日に勤務を希望する場合等当該欄により難い場合には､

｢７ 備考｣ 欄に必要な事項を記入すること｡

④ ｢備考｣ 欄には､ �請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合においては､ その氏名､ 請
求者との続柄及び生年月日､ �請求に係る子が養子の場合においては､ 養子縁組の効力が生じた日､ �
請求に係る子以外の子について現に育児短時間勤務の承認を受けている場合においては､ その旨並びに

当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること｡

⑤ 該当する□にはレ印を記入すること｡
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請求年月日 年 月 日

(任命権者)

様

請求者 所属

職

氏名 �
次のとおり

育児短時間勤務の承認

育児短時間勤務の期間の延長
を請求します｡

１ 請求に係る子 ２ 請求者以外の子の親

氏名 氏名

続柄 子との同・別居 □ 同居 □ 別居

生年月日 年 月 日生 就業の有無 □ 有 □ 無

３ 請求の内容 □ 育児短時間勤務の承認 □ 育児短時間勤務の期間の延長

□ 再度の育児短時間勤務の承認

(再度の育児短時間勤務が必要な事情を記入)

４ 請求期間 年 月 日から 年 月 日まで

５ 勤務の形態 週 時間勤務

地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第１項の勤務の形態

□ 第１号 (週20時間：４時間､ 週５日勤務)

□ 第２号 (週25時間：５時間､ 週５日勤務)

□ 第３号 (週24時間：８時間､ 週３日勤務)

□ 第４号 (週20時間：８時間２日､ ４時間１日勤務)

□ 第５号 (職員の育児休業等に関する条例第12条に定める勤務)

勤務の日及び

時間帯

月 ( ： ～ ： ) 火 ( ： ～ ： )

水 ( ： ～ ： ) 木 ( ： ～ ： )

金 ( ： ～ ： )

６ 既に育児短時間

勤務をした期間

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

７ 備 考



(職員の服務等に関する条例施行規則の一部改正)

第２条 職員の服務等に関する条例施行規則 (平成７年規則第５号) の一部を次のように改正する｡

第２条の次に次の１条を加える｡

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第２条の２ 前条の規定は､ 育児短時間勤務職員等 (条例第２条第２項に規定する職員をいう｡ 以下同じ｡) には

適用しない｡

第７条の次に次の１条を加える｡

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第７条の２ 条例第８条第１項ただし書の規則で定める場合は､ 同項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に､ 当

該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする｡

２ 条例第８条第２項ただし書の規則で定める場合は､ 公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において､ 育児

短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとす

る｡

第８条の２中 ｢地方公務員法 (昭和25年法律第261号｡ 以下 ｢法｣ という｡) 第28条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員 (以下 ｢再任用短時間勤務職員｣ という｡)｣ を ｢再任用短時間勤務職員 (条例第２条第３項

に規定する職員をいう｡ 以下同じ｡ ) 及び任期付短時間勤務職員 (条例第２条第４項に規定する職員をいう｡ 以下

同じ｡)｣ に改め､ ｢､ 再任用短時間勤務職員｣ の次に ｢及び任期付短時間勤務職員｣ を加える｡

第10条を次のように改める｡

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第１項第１号の規則で定める日数は､ 次の各号に掲げる職員の区分に応じ､ 当該各号に定める

日数(１日未満の端数があるときは､ これを四捨五入して得た日数)とする｡ ただし､ その日数が労働基準法 (昭

和22年法律第49号) 第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には､ 同条の規定により

付与すべきものとされている日数とする｡� 斉一型短時間勤務職員 (育児短時間勤務職員等､ 再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち､

１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう｡ 以下同じ｡) 20日

に斉一型短時間勤務職員の１週間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数� 不斉一型短時間勤務職員 (育児短時間勤務職員等､ 再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち､

斉一型短時間勤務職員以外のものをいう｡ 以下同じ｡) 160時間に条例第２条第２項から第５項までの規定に

基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の１週間当たりの勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時

間数を､ ８時間を１日として日に換算して得た日数

第10条の２第１項ただし書及び第４項ただし書中 ｢再任用短時間勤務職員｣ を ｢育児短時間勤務職員等､ 再任用

短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員｣ に改める｡

第11条中 ｢20日｣ の次に ｢(第10条各号に掲げる職員にあっては､ 同条の規定による日数)｣ を加える｡

第12条第１項中 ｢再任用短時間勤務職員｣ を ｢育児短時間勤務職員等､ 再任用短時間勤務職員及び任期付短時間

勤務職員｣ に改め､ 同条第２項中 ｢第10条に規定する１週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間

数が同一でない職員｣ を ｢不斉一型短時間勤務職員｣ に改め､ 同条第３項中 ｢８時間｣ を ｢次の各号に掲げる職員

の区分に応じ､ 当該各号に定める時間数｣ に改め､ 同項に次の各号を加える｡� 次号から第４号までに掲げる職員以外の職員 ８時間� 育児休業法第10条第１項第１号から第４号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規

定に掲げる勤務の形態の区分に応じ､ 次に定める時間数

ア 育児休業法第10条第１項第１号 ４時間

イ 育児休業法第10条第１項第２号 ５時間

ウ 育児休業法第10条第１項第３号又は第４号 ８時間� 斉一型短時間勤務職員 (前号に掲げる職員のうち､ 斉一型短時間勤務職員を除く｡) 勤務日ごとの勤務時

間の時間数 (１時間未満の端数があるときは､ これを切り捨てた時間)� 不斉一型短時間勤務職員 (第２号に掲げる職員のうち､ 不斉一型短時間勤務職員を除く｡) ８時間

第14条第１項第11号中 ｢(昭和22年法律第49号)｣ を削り､ 同項第13号中 ｢(再任用短時間勤務職員にあっては､

24時間)｣ を削り､ 同項第14号中 ｢(再任用短時間勤務職員にあっては､ その者の勤務時間を考慮し､ 任命権者が定
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める時間)｣ を削り､ 同条に次の２項を加える｡

３ １日を単位とする第１項第８号及び第13号から第15号までの休暇は､ １回の勤務に割り振られた勤務時間のす

べてを勤務しないときに使用するものとする｡

４ １時間を単位として使用した第１項第８号及び第13号から第15号までの休暇を日に換算する場合には､ 次の各

号に掲げる職員の区分に応じ､ 当該各号に定める時間数をもって１日とする｡� 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ８時間� 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数 (８時間を超える場合にあっては､ ８時間とし､ １

時間未満の端数があるときは､ これを切り捨てた時間)� 不斉一型短時間勤務職員 ８時間

第22条第２号中 ｢法｣ を ｢地方公務員法 (昭和25年法律第261号｡ 以下 ｢法｣ という｡)｣ に改める｡

(職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

第３条 職員の給与に関する条例施行規則 (昭和31年規則第39号) の一部を次のように改正する｡

第２条の２第２項中 ｢第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員｣ を ｢第28条の４第１項若しく

は第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員(以下 ｢再任用職員｣ とい

う｡ )で法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの｣ に､ ｢､ その額に職員の服務等に関する条例｣

を ｢その額に職員の服務等に関する条例｣ に､ ｢第２条第２項｣ を ｢第２条第３項｣ に改め､ ｢除して得た数を｣ の

次に ｢､ 育児休業法第11条第１項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務を

している職員 (以下 ｢育児短時間勤務職員等｣ という｡) にあってはその額に服務等条例第２条第２項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を､ 育児休業法第18条第１項の規

定により任期を定めて採用された短時間勤務職員 (以下 ｢任期付短時間勤務職員｣ という｡) にあってはその額に

服務等条例第２条第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た

数をそれぞれ｣ を加える｡

第２条の３第２項中 ｢右欄に定める額｣ の次に ｢(育児短時間勤務職員等にあってはその額に服務等条例第２条

第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を､ 任期付短時

間勤務職員にあってはその額に同条第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務

時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とする｡)｣ を加える｡

第13条の３第２項中 ｢､ その時間に服務等条例第２条第２項｣ を ｢その時間に服務等条例第２条第３項｣ に改め､

｢除して得た数を｣ の次に ｢､ 育児短時間勤務職員等にあってはその時間に同条第２項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を､ 任期付短時間勤務職員にあってはその時間に

同条第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ｣

を加える｡

第14条第４号中 ｢条例第26条｣ の次に ｢(職員の育児休業等に関する条例 (平成４年条例第２号｡ 以下 ｢育児休

業条例｣ という｡) 第21条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む｡)｣ を加え､ 同条第８号中 ｢職員の

育児休業等に関する条例(平成４年条例第２号｡ 以下 ｢育児休業条例｣ という｡) 第５条の３第１項｣ を ｢育児休業

条例第７条第１項｣ に改める｡

第14条の２第２号及び第３号中 ｢再任用短時間勤務職員｣ の次に ｢､ 任期付短時間勤務職員｣ を加える｡

第16条中 ｢又は再任用短時間勤務職員｣ を ｢､ 再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員｣ に改める｡

第17条第２項に次の１号を加える｡� 育児短時間勤務職員等として在職した期間については､ 当該期間から当該期間に服務等条例第２条第２項の

規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を

控除して得た期間の２分の１の期間

第18条第５号中 ｢第５条の３第２項｣ を ｢第７条第２項｣ に改める｡

第19条の３第２項中第８号を第９号とし､ 第４号から第７号までを１号ずつ繰り下げ､ 第３号の次に次の１号を

加える｡� 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に服務等条例第２条第２項の規定により定められた

その者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間

第19条の５第１号を次のように改める｡� 再任用職員以外の職員 100分の140
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第21条の５中 ｢､ その額に服務等条例第２条第２項｣ を ｢その額に服務等条例第２条第３項｣ に改め､ ｢得た数

を｣ の次に ｢､ 育児短時間勤務職員等にあってはその額に同条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を

同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を､ 任期付短時間勤務職員にあってはその額に同条第４項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ｣ を加える｡

(金沢市職員退職手当支給条例施行規則の一部改正)

第４条 金沢市職員退職手当支給条例施行規則 (昭和30年規則第34号) の一部を次のように改正する｡

第２条の３第２号中 ｢限る｡)｣ の次に ｢又は育児短時間勤務 (同法第10条第１項に規定する育児短時間勤務 (同

法第17条の規定による勤務を含む｡) をいう｡) により現実に職務に従事することを要しない期間｣ を加える｡

第２条の４第４項第２号中 ｢又は育児休業､ 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平

成３年法律第76号) 第５条の規定による育児休業の期間 (当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月まで

の期間に限る｡)｣ を ｢､ 育児休業､ 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成３年法律

第76号) 第５条の規定による育児休業の期間 (当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月までの期間に限

る｡)､ 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第１項に規定する育児短時間勤務の期間､ 国家公務員の育児休

業等に関する法律第12条第１項に規定する育児短時間勤務の期間又は法人の就業規則等で定められている短時間勤

務で地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第１項に規定する育児短時間勤務に相当するものの期間｣ に改め

る｡

(通勤手当に関する規則の一部改正)

第５条 通勤手当に関する規則 (昭和33年規則第42号) の一部を次のように改正する｡

第８条の２の見出しを ｢(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)｣ に改め､ 同条中 ｢第13条第２項第２

号｣ の次に ｢(職員の育児休業等に関する条例 (平成４年条例第２号) 第17条第１項 (同条例第19条において準用

する場合を含む｡) 又は第21条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む｡)｣ を加える｡

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)

第６条 技能労務職員の給与に関する規則 (昭和36年規則第３号) の一部を次のように改正する｡

第８条ただし書中 ｢昭和25年法律第261号｣ の次に ｢｡ 以下 ｢法｣ という｡｣ を加える｡

第８条の２中 ｢乗じて得た時間｣ の次に ｢(法第28条の４第１項若しくは第28条の５第１項又は第28条の６第１

項若しくは第２項の規定により採用された職員で法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの､ 地

方公務員の育児休業等に関する法律 (平成３年法律第110号) 第11条第１項に規定する育児短時間勤務職員及び同

法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに同法第18条第１項の規定により任期を定めて採用された短

時間勤務職員にあっては､ 一般職の職員の例により算出して得た時間)｣ を加える｡

(初任給調整手当に関する規則の一部改正)

第７条 初任給調整手当に関する規則 (昭和36年規則第27号) の一部を次のように改正する｡

第６条第１項中 ｢別表に掲げる額｣ の次に ｢(地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成３年法律第110号)第

11条第１項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその

額に職員の服務等に関する条例 (平成７年条例第４号) 第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を

同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし､ その額に１円未満の端数があるときはその端

数を切り捨てた額とする｡)｣ を加える｡

(金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の一部改正)

第８条 金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則 (昭和46年規則第52号)

の一部を次のように改正する｡

第３条の見出しを ｢(再任用短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)｣ に改め､ 同条中 ｢第28条の５第１項に

規定する短時間勤務の職を占める職員｣ を ｢第28条の４第１項若しくは第28条の５第１項又は第28条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された職員で同法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの､ 地方

公務員の育児休業等に関する法律 (平成３年法律第110号) 第11条第１項に規定する育児短時間勤務職員及び同法

第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに同法第18条第１項の規定により任期を定めて採用された短時

間勤務職員｣ に改める｡

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第７条の規定による給料に関する規則の一部改正)

第９条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第７条の規定による給料に関する規則 (平成18年規則第

18号) の一部を次のように改正する｡
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第２条第７号中 ｢第６条｣ を ｢第８条｣ に改める｡

第３条中第６号を第７号とし､ 第５号を第６号とし､ 第４号を第５号とし､ 第３号の次に次の１号を加える｡� 切替日以降に育児休業法第10条第１項に規定する育児短時間勤務 (以下 ｢育児短時間勤務｣ という｡) を始

めた職員

第４条第１項第１号から第３号までの規定中 ｢第５号｣ を ｢第７号｣ に改め､ 同項中第６号を第７号とし､ 第５

号を第６号とし､ 第４号を第５号とし､ 第３号の次に次の１号を加える｡� 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ､ 次に定める額

ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてそ

の者が受けていた給料月額に相当する額に､ 服務等条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務

時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額 (その額に１円未満の端数があるとき

は､ その端数を切り捨てた額)

イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額

(職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

第10条 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 (平成18年規則第22号) の一部を次のように改正す

る｡

附則第２条第１項中 ｢第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては､｣ を ｢第28条の４

第１項若しくは第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で同法第28条

の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあっては｣ に､ ｢) 第２条第２項｣ を ｢｡ 以下 ｢服務等条例｣

という｡) 第２条第３項｣ に､ ｢除して得た額｣ を ｢除して得た数を､ 地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成

３年法律第110号｡) 第11条第１項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしてい

る職員にあってはその額に服務等条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定

する勤務時間により除して得た数をそれぞれ乗じて得た額｣ に改め､ 同条第２項第３号ただし書中 ｢第４条第５号｣

を ｢第４条第１項第７号｣ に改め､ 同号イ中 ｢第４条各号｣ を ｢第４条第１項各号 (第６号を除く｡)｣ に改める｡

第11条 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 (平成19年規則第25号) の一部を次のように改正す

る｡

附則第２項中 ｢額が経過措置基準額｣ の次に ｢(地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成３年法律第110号)

第11条第１項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては､

当該経過措置基準額に職員の服務等に関する条例 (平成７年条例第４号) 第２条第２項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額｡ 以下この項において同じ｡)｣ を

加える｡

附 則

この規則は､ 平成21年４月１日から施行する｡

金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成21年３月31日

金沢市長 山 出 保�金沢市規則第17号
金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則

(金沢市職員就業規則の一部改正)

第１条 金沢市職員就業規則 (昭和24年規則第135号) の一部を次のように改正する｡

第46条を次のように改める｡

第46条 次の各号に掲げる職員については､ 第41条及び前条の規定にかかわらず､ 別にその就業時間又は週休日

(勤務時間を割り振らない日をいう｡ 以下同じ｡) を定めることができる｡ ただし､ その就業時間は次の各号に掲

げる職員の区分に応じ､ 当該各号に定める時間とし､ 週休日は１週間当たり１日以上又は４週間を通じて４日以

上､ １年を通じて52日以上としなければならない｡� 業務の性質上第41条又は前条の規定によることが適当でないと認める職員 休憩時間を除き､ １週間当たり

40時間となるように定める時間

平成21年(2009年)３月31日 号外第 11 号の４ 金 沢 市 公 報
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� 法第28条の４第１項若しくは第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規定により採用され

た職員で法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの (以下 ｢再任用短時間勤務職員｣ という｡)

休憩時間を除き､ ４週間を超えない期間につき１週間当たり16時間から32時間までの範囲内で定める時間� 地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成３年法律第110号｡ 以下 ｢育児休業法｣ という｡) 第10条第３項

の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務 (以下 ｢育児短時間勤務｣ という｡) の承認を受けた職員

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む｡ 以下 ｢育児短時間勤務職員等｣

という｡) 当該承認を受けた育児短時間勤務の内容 (育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすること

となった職員にあっては､ 同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容) に従い､ 定める時間� 育児休業法第18条第１項の規定により任期を定めて採用された職員 (以下 ｢任期付短時間勤務職員｣ という｡)

休憩時間を除き､ ４週間を超えない期間につき１週間当たり32時間までの範囲内で定める時間

第49条第１項中 ｢20日｣ の次に ｢(再任用短時間勤務職員､ 育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に

あっては､ その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)｣ を加える｡

第51条第１項中 ｢再任用短時間勤務職員｣ の次に ｢､ 育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員｣ を加え､

｢就業時間等｣ を ｢勤務時間等｣ に改め､ ｢､ 市長が｣ を ｢20日を超えない範囲内で市長が｣ に改める｡

第55条中 ｢就業時間｣ を ｢勤務時間｣ に､ ｢若しくは｣ を ｢又は｣ に改め､ 同条に次のただし書を加える｡

ただし､ 当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては､ 当該職員の勤務時間を延長させ､ 又は休日

に勤務させなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り､ 当該職員の勤務時間を延長させ､

又は休日に勤務させることができる｡

第56条に次のただし書を加える｡

ただし､ 育児短時間勤務職員等にあっては､ 宿直勤務又は日直勤務を命じようとする時間帯に､ 当該勤務に従

事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合に命ぜられたときに

限り､ 宿直勤務又は日直勤務に服しなければならない｡

(金沢市清掃従業員就業規則の一部改正)

第２条 金沢市清掃従業員就業規則 (昭和24年規則第152号) の一部を次のように改正する｡

第12条第４項中 ｢再任用短時間勤務従業員｣ を ｢短時間勤務従業員｣ に改め､ ｢という｡)｣ の次に ｢及び地方公

務員の育児休業等に関する法律 (平成３年法律第110号) 第10条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短

時間勤務の承認を受けた従業員 (同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった従業員を含む｡ 以下 ｢育

児短時間勤務従業員等｣ という｡)｣ を加える｡

第14条第１項に次のただし書を加える｡

ただし､ 当該従業員が育児短時間勤務従業員等である場合にあっては､ 当該従業員の就業時間以外の時間に勤

務させなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り､ 当該従業員の就業時間以外の時間に

勤務させることができる｡

第15条に次のただし書を加える｡

ただし､ 育児短時間勤務従業員等にあっては､ 宿直勤務を命じようとする時間帯に､ 当該勤務に従事する従業

員のうち育児短時間勤務従業員等以外の従業員に当該勤務を命ずることができない場合に命ぜられたときに限り､

宿直勤務に服しなければならない｡

第17条第１項中 ｢20日｣ の次に ｢(短時間勤務従業員及び育児短時間勤務従業員等にあっては､ その者の勤務時

間等を考慮し20日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)｣ を加え､ 同条第３項中 ｢職員｣ を ｢､ 従業員｣ に

改める｡

第17条の３中 ｢職員｣ を ｢従業員｣ に､ ｢再任用短時間勤務従業員｣ を ｢短時間勤務従業員及び育児短時間勤務

従業員等｣ に､ ｢就業時間等｣ を ｢勤務時間等｣ に､ ｢､ 市長が｣ を ｢20日を超えない範囲内で市長が｣ に改める｡

(金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の特例に関する規則の一部改正)

第３条 金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の特例に関する規則 (昭和47年規則第３号) の一部を次

のように改正する｡

第１項中 ｢占める職員｣ の次に ｢及び地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成３年法律第110号) 第10条第

３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員 (同法第17条の規定による短時間勤務

をすることとなった職員を含む｡)｣ を加え､ ｢第12条｣ を ｢第12条第１項及び第２項｣ に改める｡

附 則
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この規則は､ 平成21年４月１日から施行する｡

平成21年(2009年)３月31日 号外第 11 号の４ 金 沢 市 公 報

― 11 ―



平成21年(2009年)３月31日 号外第 11 号の４ 金 沢 市 公 報

― 12 ―

平成21年(2009年)３月 31日 印刷 発行人 金 沢 市
平成21年(2009年)３月 31日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


